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役場から
お知らせします！

町
立
病
院　

薬
局
︵
担
当
︓
寺
門
︶

☎
０
１
６
３
２
︵
２
︶
１
０
５
８

お
薬
の
相
談
を
承
り
ま
す

住
民
課
税
務
係

☎
０
１
６
３
２
︵
９
︶
７
７
５
０

軽
自
動
車
税︵
種
別
割
︶に
つ
い
て

■
病
院
の
薬
剤
師
に
相
談
し
て
み
よ
う

　

お
薬
の
事
で
不
安
な
事
は
あ
り
ま
せ

ん
か
︖

・
服
用
中
の
お
薬
の
飲
み
方
︑
効
き
方

が
知
り
た
い
︒

・い
ろ
ん
な
薬
を
一
緒
に
飲
ん
で
大
丈
夫
︖

・
サ
プ
リ
メ
ン
ト
を
飲
み
た
い
け
ど
薬

と
の
相
性
は
︖

・
飲
み
忘
れ
た
時
ど
う
し
た
ら
良
い
の
︖

・
薬
が
い
っ
ぱ
い
残
っ
て
る
け
ど
︑
ど

う
し
た
ら
良
い
の
︖

・
た
く
さ
ん
の
薬
を
飲
ん
で
い
て
︑
朝
・

昼
・
夕
・
と
ま
と
め
て
も
ら
え
な
い
か
︖

・
市
販
の
お
薬
に
つ
い
て
教
え
て
も
ら

い
た
い
︒

　

天
塩
町
立
病
院
以
外
か
ら
も
ら
っ
て

い
る
お
薬
に
つ
い
て
も
ご
相
談
可
能
で

す
︒
病
院
や
薬
局
で
聞
け
な
か
っ
た
事

や
疑
問
に
思
っ
て
い
る
事
な
ど
︑
お
気

軽
に
ご
相
談
下
さ
い
︒

　

賦
課
期
日
︵
４
月
１
日
︶
現
在
︑
町

内
に
主
た
る
定
置
場
の
あ
る
原
動
機
付

自
転
車
・
軽
自
動
車
等
を
所
有
し
て
い

る
方
は
︑
軽
自
動
車
税
︵
種
別
割
︶
を

納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
︒

　

４
月
２
日
以
降
に
譲
渡
・
廃
車
の
手

続
き
を
し
て
も
４
月
１
日
現
在
の
所
有

者
が
納
税
義
務
者
と
な
り
︑
年
税
額
を

納
め
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
︒

■
経
年
車
重
課

　

三
輪
及
び
四
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に

つ
い
て
︑
最
初
の
新
規
検
査
か
ら
13
年

経
過
し
た
車
両
は
︑
標
準
税
率
よ
り
高

い
重
課
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
︒
令
和

８
年
度
は
︑
平
成
25
年
３
月
31
日
以
前

に
最
初
の
新
規
検
査
を
行
っ
た
車
両
が

対
象
で
す
︒

︵
例
︶
四
輪
軽
自
動
車︵
乗
用
・
自
家
用
︶

の
場
合

７
，２
０
０
円
↓
１
２
，９
０
０
円

■
減
免

　

身
体
障
害
者
手
帳
︑
療
育
手
帳
︑
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
︑
戦
傷
病
者

手
帳
を
お
持
ち
の
方
ま
た
は
生
計
を
一

に
す
る
方
が
所
有
・
運
転
す
る
場
合
等

︽
募
集
職
種
︾
補
助
員
ま
た
は
記
帳
専

任
職
員

︽
雇
用
形
態
︾
正
職
員

︽
採
用
日
︾
令
和
８
年
４
月
１
日

︽
募
集
期
間
︾
１
月
13
日
～
２
月
16
日

︽
応
募
資
格
︾

・
昭
和
54
年
４
月
２
日
以
後
に
生
ま
れ

た
方

・
高
校
卒
業
以
上
の
学
歴
を
有
す
る
方

︵
卒
業
見
込
み
を
含
む
︶

︽
募
集
条
件
等
︾

・
普
通
自
動
車
運
転
免
許
を
取
得
し
て

い
る
︑
ま
た
は
取
得
さ
れ
る
方
︵
Ａ
Ｔ

限
定
可
︶

・
簿
記
検
定
試
験
制
度
の
３
級
以
上
を

取
得
し
て
い
る
︑
ま
た
は
取
得
さ
れ
る

方・
パ
ソ
コ
ン
︵
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル
︶

の
基
本
操
作
が
で
き
る
方

・
人
事
交
流
に
よ
る
他
商
工
会
へ
の
転

天
塩
商
工
会
で

働
き
ま
せ
ん
か

籍
異
動
が
可
能
な
方

・
勤
務
時
間
︓
８
時
45
分
～
17
時
30
分

・
休
日
︓
土
曜
︑
日
曜
︑
祝
日
︑
夏
季

休
暇
︵
７
～
９
月
の
期
間
内
に
お
け
る

３
日
︶年
末
年
始︵
年
間
休
日
１
２
０
日
︶

・
給
与
︓
月
給
２
０
０
，３
０
０
円
～

２
３
２
，０
０
０
円　

昇
給
年
１
回

※
既
卒
者
は
職
務
経
験
な
ど
を
換
算

・
賞
与
︓
年
２
回　

４
．65
ヶ
月
分︵
前

年
度
実
績
︶

︽
試
験
日
︾
２
月
26
日
︵
木
︶
13
時
30

分
～
16
時

︽
試
験
内
容
︾
教
養
試
験
・
適
性
検
査
・

作
文
・
面
接

︽
試
験
応
募
書
類
︾

・
受
験
申
込
書
・
履
歴
書
︵
写
真
添
付
︶・

職
務
経
歴
書
・
作
文
︵
い
ず
れ
も
指
定

様
式
使
用
︶
作
文
は
試
験
当
日
持
参
可

・
卒
業
証
明
書
ま
た
は
卒
業
証
書
写

・
簿
記
合
格
証
書
写
︵
有
資
格
者
の
み
︶

︽
書
類
提
出
先
︾

〒
０
９
０-

３
３
０
５　

天
塩
町
新

開
通
４
丁
目
７
２
２
７
番
地
の
２

天
塩
商
工
会　

草
刈
宛

︽
締
切
日
︾
２
月
16
日
︵
月
︶
17
時
30

分
厳
守

◆
お
問
い
合
わ
せ
先
◆

天
塩
商
工
会

☎
０
１
６
３
２
︵
２
︶
１
０
４
５　
　

FAX
０
１
６
３
２
︵
２
︶
２
２
９
０

※
詳
細
は
︑Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト︵https://

r.goope.jp/teshio-shokokai/

︶

を
ご
覧
く
だ
さ
い

は
︑
申
請
に
よ
り
軽
自
動
車
税
︵
種
別

割
︶
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
︒減
免
の
申
請
は
毎
年
度
必
要
で
す
︒

令
和
８
年
度
分
の
減
免
を
受
け
る
場
合

は
︑
４
月
30
日
︵
木
︶
ま
で
に
申
請
が

必
要
で
す
︒

■
登
録
・
廃
車
・
名
義
変
更
等
の
手
続
き
先

　

軽
自
動
車
の
登
録
・
廃
車
・
名
義
変

更
等
は
︑
次
の
場
所
で
手
続
き
し
て
く

だ
さ
い
︒
年
度
末
は
窓
口
が
非
常
に
混

雑
す
る
た
め
︑
比
較
的
混
雑
の
少
な
い

３
月
中
旬
ま
で
に
お
済
ま
せ
く
だ
さ

い
︒車 種 手 続 き ・ 問 い 合 わ せ 先

原 動 機 付 自 転 車
小 型 特 殊 自 動 車

天 塩 町 役 場  住 民 課 税 務 係
☎ 0 1 6 3 2 （ 9 ） 7 7 5 0

軽 二 輪
二 輪 小 型 自 動 車

北 海 道 運 輸 局  旭 川 支 局
（ 旭 川 市 春 光 町 1 0 番 地 1 ）

☎ 0 5 0 （ 5 5 4 0 ） 2 0 0 3

軽 自 動 車
（ 三 輪 ・ 四 輪 ）

軽 自 動 車 検 査 協 会  旭 川 事 務 所
（ 旭 川 市 春 光 6 条 5 丁 目 1 番 2 3 号 ）

☎ 0 5 0 （ 3 8 1 6 ） 1 7 6 5

い
た
い
︒
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石
綿
に
よ
る
疾
病
の
労
災

補
償
・
救
済
に
つ
い
て

か
ら
午
後
２
時
ま
で

︽
確
定
申
告
会
場
︾
稚
内
税
務
署　

稚

内
市
末
広
５
丁
目
６
番
１
号

　

な
お
︑２
月
13
日
︵
金
︶
ま
で
の
間
︑

確
定
申
告
会
場
は
開
設
さ
れ
て
お
り
ま

せ
ん
の
で
︑
対
応
で
き
る
人
数
に
限
り

が
あ
り
ま
す
︒
税
務
署
窓
口
で
の
相
談

を
希
望
さ
れ
る
方
は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
又
は
電

話
に
よ
る
事
前
予
約
が
必
要
で
す
︵
事

前
予
約
を
し
て
い
な
い
方
の
申
告
相
談

は
︑
受
け
付
け
て
お
り
ま
せ
ん
︶︒

◆
お
問
い
合
わ
せ
先
◆

稚
内
税
務
署

☎
０
１
６
２
︵
３
３
︶
１
１
５
５

※
自
動
音
声
に
て
ご
案
内
し
ま
す
の
で

﹁
２
﹂
を
お
選
び
く
だ
さ
い
︒

　

中
皮
腫
や
肺
が
ん
な
ど
を
発
症
し
︑

そ
れ
が
労
働
者
と
し
て
石
綿
ば
く
露
作

業
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
原
因
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
︑
労
働
者

災
害
補
償
保
険
法
に
基
づ
く
各
種
保
険

給
付
や
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
別
遺
族
給

付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
︒

　

石
綿
に
よ
る
疾
病
は
︑
石
綿
を
吸
っ

て
か
ら
非
常
に
長
い
年
月
を
経
て
発
症

す
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
す
︒

　

中
皮
腫
な
ど
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
が

過
去
に
石
綿
業
務
に
従
事
さ
れ
て
い
た

場
合
に
は
︑
労
働
保
険
給
付
等
の
支
給

対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の

で
︑
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
ま
た

は
都
道
府
県
労
働
局
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
︒

◆
ご
相
談
は
こ
ち
ら
ま
で
◆

・
北
海
道
労
働
局
労
働
基
準
部
労
災
補
償
課

☎
０
１
１
︵
７
０
９
︶
２
３
１
１

・
石
綿
︵
ア
ス
ベ
ス
ト
︶
救
済
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
１
２
０
︵
３
８
９
︶
９
３
１

3 月号へ掲載を

希望する方は、

2 月 10日（火）
までにお知らせください。

企画商工課広報情報係

掲載を希望される方へ

■
確
定
申
告
会
場
を
開
設
し
ま
す

　

確
定
申
告
会
場
で
の
相
談
を
希
望
さ

れ
る
方
は
︑
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
オ
ン
ラ

イ
ン
事
前
予
約
に
て
お
受
け
し
ま
す
︒

　

な
お
︑
申
告
書
等
の
作
成
に
当
た
っ

て
は
︑
次
回
以
降
の
申
告
を
ス
ム
ー
ズ

に
行
っ
て
い
た
だ
く
た
め
︑
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
ス
マ
ホ
申
告

を
ご
案
内
し
て
い
ま
す
︒
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
ス
マ
ホ
申
告

を
行
う
た
め
に
は
︑
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
ほ
か
︑
カ
ー
ド
発
行
時
に
設

定
し
た
パ
ス
ワ
ー
ド
︵
利
用
者
証
明
用

電
子
証
明
書
及
び
署
名
用
電
子
証
明

書
︶
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
︑
事
前

に
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
︵
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
及
び
電
子
証
明
書
の
有
効

期
限
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
︶︒

※
当
日
︑
会
場
で
も
入
場
整
理
券
を
配

付
し
て
お
り
ま
す
が
︑
当
日
の
相
談
枠

に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
︑
是
非
︑
オ

ン
ラ
イ
ン
事
前
予
約
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
︒

　

譲
渡
所
得
・
贈
与
税
に
関
す
る
確
定

申
告
会
場
で
の
相
談
は
︑
毎
週
月
曜
日

午
後
と
木
曜
日
午
後
に
限
り
専
門
職
員

が
リ
モ
ー
ト
︵
Ｗ
Ｅ
Ｂ
相
談
︶
で
対
応

し
ま
す
︒

︽
開
設
期
間
︾
２
月
16
日
︵
月
︶
か
ら

３
月
16
日
︵
月
︶
ま
で

︽
相
談
受
付
時
間
︾
平
日
︓
午
前
９
時

税

務

署

か

ら

の

お

知

ら

せ

自
衛
官
等
募
集

の

ご

案

内

労
働
基
準
監
督
官

採

用

試

験

　

２
０
２
６
年
度
の
労
働
基
準
監
督
官

採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
︒

︽
受
験
資
格
︾

⑴
平
成
８
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
17
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
者

⑵
平
成
17
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の

者
で
次
に
掲
げ
る
者

①
大
学
を
卒
業
し
た
者
及
び
令
和
９
年
３

月
ま
で
に
大
学
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
と
同
等
の

資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者

︽
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
受
付
期
間
︾

２
月
19
日︵
木
︶～
３
月
23
日︵
月
︶︹
受

信
有
効
︺

︽
採
用
試
験
概
要
︾https://

w
w

w
.jinji.go.jp/saiyo/siken/

sennm
onnsyoku_daisotsu

/
rouki/rouki_daisotu.htm
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︽
第
１
次
試
験
︾
５
月
24
日
︵
日
︶

︽
第
２
次
試
験
︾
７
月
７
日
︵
火
︶
～

７
月
10
日
︵
金
︶
の
う
ち
指
定
す
る
日

◆
お
問
い
合
わ
せ
先
◆

厚
生
労
働
省
北
海
道
労
働
局
総
務
部
総

務
課
人
事
第
一
係

☎
０
１
１
︵
７
０
９
︶
２
３
１
１

■
自
衛
官
候
補
生

︽
応
募
条
件
︾
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の

者
︵
32
歳
の
者
は
採
用
予
定
月
の
末
日
現

在
︑
33
歳
に
達
し
て
い
な
い
者
︶

︽
受
付
期
間
︾
年
間
を
通
じ
て
行
っ
て

お
り
ま
す
︒

︽
試
験
期
日
︾
受
付
時
に
お
知
ら
せ
し

ま
す
︒

■
予
備
自
衛
官
補
︵
一
般
・
技
能
︶

︽
試
験
区
分
︵
一
般
︶︾

・
応
募
条
件
︓
18
歳
以
上
52
歳
未
満
の
方

︽
試
験
区
分
︵
技
能
︶︾

・
応
募
条
件
︓
18
歳
以
上
で
国
家
免
許
資

格
等
を
有
す
る
方
︵
資
格
に
よ
り
年
齢
の

上
限
が
53
歳
未
満
～
55
歳
未
満
︶

※
国
家
免
許
資
格
と
は
︑
語
学
︑
医
療
︑

整
備
︑
情
報
通
信
等
を
い
い
︑
細
部
に

つ
き
ま
し
て
はhttps://w

w
w.m

od.
go.jp

を
参
照
し
て
く
だ
さ
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　近年の豪雨や災害の増加を受け、気象庁と国土交通
省水管理・国土保全局は「防災気象情報の名称や情報
体系について、市町村が発令する避難指示等の避難情
報や住民がとるべき避難行動との関係を分かりやすく
する」ことを目的として、防災気象情報を大きく改善
し、令和 8 （2026）年の 5 月下旬（予定）から新し
い運用を始めます。
　河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報等
は、これまで警戒レベルとの対応が複雑でわかりにく
くなっていました。今回の改善により、防災気象情報
が避難情報の５段階の警戒レベルに対応し、避難の判
断をしやすくなります。新たな情報体系は「警報・注
意報の情報名にレベルの付記」「河川氾濫に関する特
別警報の新設」「レベル４相当情報としての危険警報
の運用」など、気象庁が発表する現行の大雨警報・注
意報などの防災気象情報が大きく変わります（下表参
照）。
　さらに、線状降水帯や記録的短時間大雨など極端な
現象を速報する「気象防災速報」、今後の気象状況を
詳しく解説する「気象解説情報」も新設され、災害の
危険度や発生の可能性をより早く、分かりやすくお伝
えします。洪水情報も改善します。河川ごとの「氾濫
危険警報」や「氾濫特別警報」が導入し、従来より早
い段階で危険をお知らせることで、避難の遅れを防ぎ
ます。また、翌日までの警報の見通しを示す「時系列

気象の警報が大きく変わります

《新しい防災気象情報の情報体系とその名称》

情報」もご提供します。
　市町村から警戒レベル４避難指示や警戒レベル３高
齢者等避難が発令されたら、速やかに避難行動をとっ
てください。また、避難指示等が発令されていなくて
も、警戒レベル４や警戒レベル３に相当する防災気象
情報が気象台から発表された際には、河川の水位情報
や気象庁の『キキクル（危険度分布）』等を参考にして、
自ら避難の判断をしてください。
　避難にあたっては、あらかじめ指定された避難場所
へ向かうことにこだわらず、川や崖から少しでも離れ
た、近くの頑丈な建物の上層階に避難するなど、自ら
の判断で、その時点での最善の安全確保行動をとるこ
とが重要です。詳細は、『新たな防災気象情報につい
て（令和８年～）（特設サイト）』をご覧ください。

《新たな防災気象情報について（令和８年～）（特設サ
イト）》
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/
keiho-update2026/

◆お問い合わせ先◆
旭川地方気象台
☎０１６６（３２）７１０２
https://www.data.jma.go.jp/
asahikawa/index.html

河 川 氾 濫
1 級 河 川など の
大 河 川の 氾 濫

大 雨
低 地 の 浸 水 や

大 河 川 以 外 の 氾 濫

土 砂 災 害
急 傾 斜 地 の

が け 崩 れ や 土 石 流

高 潮
海 水 面の上昇 や

波 の 打ち上げによる浸 水

（ 警 戒レ ベ ル ごとの ）
住 民 がとるべ き 行 動

警 戒レ ベ ル

5 相 当
レ ベ ル 5

氾 濫 特 別 警 報
レ ベ ル 5

大 雨 特 別 警 報
レ ベ ル 5
土 砂 災 害
特 別 警 報

レ ベ ル 5
高 潮 特 別 警 報

命 の 危 険
直 ちに 安 全 確 保！

- - - - - - - - - - - - -《 警 戒レ ベ ル 4 ま で に 危 険 な 場 所 か ら か な ら ず 避 難！》- - - - - - - - - - - - -

警 戒レ ベ ル

4 相 当
レ ベ ル 4

氾 濫 危 険 警 報
レ ベ ル 4

大 雨 危 険 警 報
レ ベ ル 4
土 砂 災 害
危 険 警 報

レ ベ ル 4
高 潮 危 険 警 報

危 険 な 場 所 か ら
全 員 避 難

警 戒レ ベ ル

3 相 当
レ ベ ル 3
氾 濫 警 報

レ ベ ル 3
大 雨 警 報

レ ベ ル 3
土 砂 災 害 警 報

レ ベ ル 3
高 潮 警 報

避 難 に 時 間 を 要 す
る 人 は 早 めに 避 難

警 戒レ ベ ル

2
レ ベ ル 2

氾 濫 注 意 報
レ ベ ル 2

大 雨 注 意 報
レ ベ ル 2
土 砂 災 害
注 意 報

レ ベ ル 2
高 潮 注 意 報

避 難 行 動 を 確 認
（ 避 難 場 所 や 避 難
ル ート 、避 難 の タ イ
ミン グ など ）

警 戒レ ベ ル

1 早 期 注 意 情 報 災 害 へ の
心 構 え を 高 め る


